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先般開催しました三役会議において令和 8 年度の理事

会及び総会の日程が次のとおり決定しました。 

 

1.日 時   令和 8 年 7 月 1 日（水）  

         午後 1 時 30 分   理事会 

         午後 2 時       総会 

2.場 所   希来里 5 階 市民プラザ多目的ホール 

（岩田町４－３－２２） 

3.その他  今年度の理事会・総会への出席のご案内は

各団体の理事及び代議員の皆様に通知させていただき

ます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公衆衛生だより 
事務局 〒578-0941 東大阪市岩田町四丁目 3 番 22-500 号（希来里 5 階） 

東大阪市公衆衛生協力会 ℡ 072-960-3804  E:mil;kyouryokukai@koushueisei.com   

令和 8 年（2026）5 月号                                   第 49 号 

 

年次総会・理事会開催  

7 月 1 日（水） 

総会は 14 時から 

理事会は同日 13 時 30 分 

から開催します 

 

令和八年度 理事会・総会を開催します 

健康フェスタを開催します 

日 時 令和８年１１月１日（日） 午前 10 時から午後 3 時まで 

場 所 東大阪市岩田町 4−3−22  希来里５階６階 

出展をご希望される団体は、各団体取りまとめの上事務局までご提案お願いいたします。 

なお、各団体の出展希望調査については 5 月末までに送付いたします。また、出展希望団体

を対象とした説明会は８月上旬に行う予定でございます。（例年より少し早くなります。） 

mailto:kyouryokukai@koushueisei.com
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東大阪市民ふれあい祭りは、毎年５月の第２日曜日（母の日）に開催される市民一人ひとりが主催

者のお祭りです。１９７８年（昭和５３年）に第１回目が開催されてから、布施から八戸ノ里間の道

路を歩行者天国にした「ふれあい通り会場」と、花園ラグビー場に隣接する「花園中央公園会場」で

は、パレードあり、ステージあり、催し物が多数出展する「市民生活の祭典」ともいえるお祭りです。 

 

 市民と市民団体が中心となって行い、市民による市民のための祭りにしよう 

 祭りを通じて市民のコミュニティを育てよう 

 環境にやさしいまち東大阪市を実現しよう 

ふれあい祭りは以上の３つの目標を掲げています。 

 

東大阪市公衆衛生協力会は本協力会の目的である「公衆衛生の向上及び健康で明

るい生活環境の推進」を市民の皆様に訴える良い機会としてパレードに参加してい

ます。 

 

パレードは小阪（樟蔭女子大学）から布施駅までの間（約 1.3 ㎞）で行われ、各団体や参加者が思

い思いの工夫を凝らしています。パレードのオープニングアクトは、樟蔭高等学校のダンス

から始まりました！！ 

 

私たち本協力会は１５番目の出演で、パレードでは、参加者の皆様が公衆衛生協力会各団

体のプラカードを持ち公衆衛生について多くの市民の皆様にアピールしました。なお、東大阪市民ふ

れあい祭り実行委員会から参加人数についての制限がある中でも４５名もの方にご参加していただき

ました。 

また当日晴天であり沿道には地域団体によるブース出展、グルメ屋台など盛りだ

くさんの出店に加えて多くの市民の皆様方の来場と合わせてパレードコースは大盛

り上がりでした。 

 

参加者の皆様および各団体の皆様にこの場をお借りしまして御礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第４７回東大阪市民ふれあい祭のパレードに参加しました 
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令和 8 年 1 月から電子母子手帳アプリ「おやこ手帳」 

東大阪市 みんなではぐくーむがスタートしました！ 

 

子育て情報のデジタル化により、妊娠期から安心して 

出産・子育てができる体制をより一層充実するため導入しました。 

紙の母子健康手帳も引き続き交付しますので、 

合わせてご活用いただきます。 

 

～おやこ手帳が導入され、できるようになったこと～ 

① 母子健康手帳の記録をスマホで管理！ 

妊婦健康診査や乳幼児健康診査の結果をアプリ内に登録することで、妊娠中の経過やお子さまの成長が

記録・管理ができるようになります。 

② 産後ケア事業の利用申請とデジタルクーポンが使える！ 

これまでは、産後ケア事業の利用申請を行う場合、保健センターの窓口で申請情報の記入が必要でした

が、事前にスマートフォンから申請を行うことができるようになります。（申請後、保健センターでの

面談が必要です。） 

面談後、スマートフォンに産後ケア施設で使用できるデジタルクーポンが届きます。 

③ 予防接種スケジュールを自動で作成！ 

登録した子どもの生年月日と接種した予防接種記録にあわせて最適な予防接種のスケジュールを自動で

作成します。また、デジタル予診票を利用するとスケジュール機能との連携がスムーズです。（デジタル

予診票導入医療機関に限る） 

④ 公立教育・保育施設の一時預かり予約ができる！ 

公立教育・保育施設の一時預かりの予約がアプリからでもできるようになります。 

※電話での予約も可能です。 

※公立一時預かりの予約について、利用予約をする前に各施設での事前登録（面接）が必要です。 

⑤ 子育てイベントや講座などの情報を検索、予約もできる！ 

 子育て支援センターなどで行われるイベントや講座の情報がアプリから検索できます。 

 予約が必要なイベントなどはそのままスマートフォンから予約ができます。 

【問い合わせ】 

おやこ手帳、産後ケアクーポンに

関すること 

母子保健課 072（970）5820 

予防接種に関すること 感染症対策課 072（960）3805 

一時預かり、子育てイベントや講

座に関すること 

こども・こそだて応援課 06（4309）3213 
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詳しくは農林水産省の 

ウェブサイトを 

ご確認ください 

 

 

 

 

 

学校、保育所、病院、公園等の公共施設、街路樹、住宅地とこれに近接する土地、住宅地に近接する森林

等（以下「公園等」と称します)、及び住宅地に隣接した家庭菜園・市民農園を含む農地の管理にあたって

は、農薬の飛散を原因とする住民や子ども等への健康被害が生じないよう、農薬を使用しない管理を心が

けましょう。また、農薬を散布せざるを得ない場合でも、農薬の飛散防止に努めるなど、十分な配慮をし

ましょう。 

注：農薬には、作物や樹木に発生する病害虫の防除を目的に散布するものの他に、ガーデニングや家庭

菜園用のスプレー式殺虫剤や殺菌剤、芝生等の雑草対策で使用する除草剤なども含まれます。 

１ 除草剤は２種類ありますので購入する前には次のことを確認しましょう 

２ 除草剤を使用するときには次のことに注意しましょう 

・ラベルに書いてある注意事項を守り、周辺に飛散させないようにしましょう。 

  農薬は使用方法どおりに使えば、人や農作物の安全は確保されますが、適正に使わなければ、飛散な

どにより、農作物が枯れるなど被害が発生することがあります。 

     ☑ポイント①       ☑ポイント②        ☑ポイント③ 

 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 

① 登録されている除草剤 ② 登録されていない除草剤 

・農作物や樹木・芝・花き等 

を栽培・管理している農地、 

家の庭などで使用する 

☆家庭菜園やガーデニング 

では登録されていない 

除草剤は使えない！ 

・容器の表示 

『農林水産省登録第〇〇〇〇〇号』 

・栽培や管理している 

植物がない道路、駐車場、 

グラウンドなどで使用する 

・容器や商品の周りの表示 

『農薬として使用することが 

できません』 

 ☆植物の栽培・管理に使用 

  することは、法律で禁止 

  されている！ 

農薬、除草剤は正しく使いましょう 

～農薬飛散による被害の発生を防ぐために～ 

必ずラベルに記載されてい

る使用上の注意事項等を確

認し、正しく使いましょう。 

散布は、無風又は風が弱いと

きなど、周辺近隣に影響が 
少ない天候・時間帯に行いま

しょう。 

 

周辺にお住まいの方へ事前

に使用の目的、散布日時、種

類や使用者等の連絡先を十

分な時間的余裕をもって幅

広く周知しましょう。 


